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第4章 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

4.1 環境情報提供書及び配慮市長意見を総合的に検討して変更した配慮の内容 

「横浜市環境配慮指針」（令和 3年 4月改定）の「別記 事業別の配慮事項 ８高層建築物の

建設」に掲げられている各配慮事項から、本事業の事業特性や地域特性を踏まえて配慮すべき

事項を選定しました。 

また、選定した項目について、本事業で検討した配慮の内容を表 4.1-1の右欄に記載しまし

た。 

配慮の内容については配慮市長意見書等を総合的に検討し、配慮書に示した配慮事項及び配

慮の内容を変更しました。変更した配慮事項及び配慮の内容は、表 4.1-1に示すとおりであり、

変更点について下線を付しています。なお、配慮書の縦覧中、環境情報提供書の提出はありま

せんでした。 
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表 4.1-1(1) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

(1) 計画地の選定や施
設配置等の検討に
当たっては、地形
や周辺の土地利用
状況等を踏まえ、
周辺環境への影響
を少なくする。「生
物多様性横浜行動
計画」等に基づき、
生物の生息生育環
境の保全や景観機
能等を考慮し、ま
とまりや連続性の
ある農地・樹林地、
源流域、貴重な動
植物の営巣・生育
地等の分断、改変
を避ける。また、脱
炭素化の実現に向
けて、「横浜市地球
温暖化対策実行計
画」等に基づき、温
室効果ガスの排出
抑制を事業のあら
ゆる場面で実施す
るように計画段階
から検討する。 

○ 

対象事業実施区域が属する北仲通地区は、新たな開発により都
市機能の集積が進む“みなとみらい 21 地区”と、古くからの中
心市街地である“関内地区”との結節点に位置しています。また、
北仲通地区周辺には、「横浜赤レンガ倉庫」、「横浜中華街」、「横
浜ランドマークタワー」、「横浜ワールドポーターズ」等、日本有
数の観光名所が徒歩圏内にあり、一年を通じて多くの来街者が見
込まれる立地特性を有しています。 

一方、北仲通地区は、北仲通北地区と北仲通南地区に区分され、
このうち北仲通北地区については平成 16 年 5 月に「北仲通北地
区地区計画」が横浜市により策定、さらに平成 19 年 10 月には
「北仲通北再開発等促進地区地区計画」として都市計画変更さ
れ、土地の高度利用、都心地区にふさわしい複合的な都市機能の
集積、文化芸術を中心とした新たな創造都市づくり、安全で快適
な歩行者空間の整備と歩行者ネットワークの強化、歴史的建造物
等の保全・活用等による魅力ある都市景観・環境の形成、耐震性
と防災性に優れた建築物の誘導といった地区計画の目標が掲げ
られています。 

このような立地特性と、当該地区の横浜市のまちづくり方針を
踏まえ、事業実施にあたっては、周辺の街並みとの調和に配慮し
た計画を進めていくとともに、計画建築物の配置、形状等を工夫
することで圧迫感の低減、風環境に配慮し、対象事業実施区域周
辺への環境影響の低減に努めていきます。 

 
対象事業実施区域には、まとまりや連続性のある農地・樹林地、

源流域、貴重な動植物の営巣・生育地等はありません。本事業の
緑化にあたっては、歩行空間の快適性や広場での滞留・にぎわい
機能を持たせつつ、生物多様性にも配慮した緑の配置計画を検討
していきます。 

緑化計画にあたっては、地域の潜在自然植生を考慮するととも
に、できる限り郷土種を採用していく他、生物多様性の観点から、
単一種や同一規格による大規模な植栽を避けつつ、鳥や蝶等の生
き物を誘う誘鳥木や食草の配植に配慮した計画を検討していき
ます。 

なお、本事業では、地区計画で定められている敷地面積に対す
る割合（5%）以上の緑化面積を確保し、さらに北仲通北再開発等
促進地区地区計画企画提案書に記載された緑化率（14.87%）を達
成する緑化計画を目指します。 
緑化にあたっては、北仲通北第二公園等との連続性に配慮した

質の高い緑を可能な限り創出し、都市の美観と快適性を高めてい
きます。 

 
また、屋上緑化や高性能な省エネルギー機器の導入、建設資材

におけるグリーン購入等を通じ、供用時を含めた様々な場面で、
温室効果ガス排出量の抑制に資するよう配慮した計画として検
討していきます。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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表 4.1-1(2) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

基
本
的
な
配
慮
事
項 

(2) 計画地及びその周
辺の自然環境、社
会文化環境等につ
いての情報を収集
し、環境資源等の
現況把握を行う。 

○ 

計画段階配慮書の作成を通じて、地域の概況について情報を収
集し、現況の把握に努めました。「北仲通北再開発等促進地区地
区計画」では、新しい街であるみなとみらい 21 地区と、古くか
らの中心市街地である関内地区の結節点にある立地性を活かし、
新旧デザインが融合した結節点にふさわしい魅力ある景観形成
が求められています。 

本事業では、水際線プロムナードや旧灯台寮護岸から続く歴史
的護岸と連続し、汽車道から見た一体的なにぎわいと緑の潤いあ
る広場の創出、歩行者ネットワークの形成を図っていきます。 

(3) 工事計画の策定に
当たっては、計画
段階から安全な工
法や工程等を検討
し、市民への情報
提供に努める。 

○ 

工事計画の策定にあたっては、対象事業実施区域周辺における
他の工事の状況や、騒音及び振動等に配慮した安全な工法や工程
の検討を行うとともに、「横浜市環境影響評価条例」に基づく説
明会や工事中の仮囲いへの掲示等を通して市民への情報提供を
行います。 

工事の実施にあたっては、仮囲いを設置する他、工事用車両の
出入りする時間帯においては原則として車両出入口に交通誘導
員を配置することや、対象事業実施区域周辺における他の工事施
工者と工事用車両の通行等について調整を図ることにより、歩行
者や一般通行車両の安全に配慮する計画とします。 

また、北仲通北地区で同時期に他の工事が実施される場合に
は、事業者間で十分に協議します。 
なお、対象事業実施区域周辺では、「土壌汚染対策法」に基づ

く形質変更時要届出区域が数箇所存在しています。対象事業実施
区域においては、過去に土地所有者が自主的に土壌調査を実施し
たところ、区域内の一部に鉛や砒素による汚染土壌が確認され、
一部を除いて対策が講じられた記録があります。その内容等につ
いては環境影響評価準備書において明らかにした上で、「土壌汚
染対策法」に基づき適切な対応を行います。 

(4) 環境負荷低減や、
水とみどりの環境
形成に関する法令
や条例、指針等を
遵守する。 

○ 

都心部における緑の創造等、前述の内容に加え、環境関連の法
令、条例、指針等に従い環境の創造や環境負荷低減に資する計画
とします。 

また、建築物の長寿命化や、外構部や建築物低層部での屋上緑
化、高性能な省エネルギー機器の導入を検討する他、事業計画の
具体化に合わせ、最新の環境負荷低減器具を積極的に導入する等
CASBEE 横浜における A ランク以上を目指します。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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表 4.1-1(3) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(5) 生物の生息・生育
の場の提供、良好
な景観形成、雨水
の浸透・貯留、ヒー
トアイランド現象
の緩和、防災・減
災、さらには人々
が交流し活動する
場など、多様な機
能を持つグリーン
インフラの保全、
活用を図るととも
に、雨水の有効利
用などによる健全
な水循環の創出に
努める。 

○ 

現在、対象事業実施区域には保全の対象となるグリーンインフ
ラはありません。本事業の緑化にあたっては、歩行空間の快適性
や広場での滞留・にぎわい機能を持たせつつ、生物多様性にも配
慮した緑の配置計画を検討し、北仲通北再開発等促進地区地区計
画区域内の各事業者で構成されている(一般社団法人)横浜北仲
エリアマネジメント（以下、「横浜北仲エリアマネジメント」と
いいます。）と連携した適切な維持管理に努めます。 

緑化における樹種の選定にあたっては、地域の潜在自然植生を
考慮するとともに、できる限り郷土種を採用していく他、生物多
様性の観点から、単一種や同一規格による大規模な植栽を避けつ
つ、鳥や蝶等の生き物を誘う誘鳥木や食草の配植に配慮した計画
を検討していきます。 

本事業では、水際線プロムナードと一体的な人々の交流を促進
する広場や緑地の創出を行うとともに、供用時に組成される管理
組合を通じて適切な維持管理を行うことで、生物の生息・生育の
場や良好な景観形成、さらには洪水対策等による防災・減災に資
する計画とします。雨水については基準で求められている貯留槽
に加え、緑地、保水性や浸透性のある舗装の導入を検討すること
により、防災・減災に資するよう努めます。雨水浸透・貯留を行
うことは流出抑制の観点で防災・減災に資する取組ともなると考
えています。 

また、屋上緑化の実施によりヒートアイランド現象の緩和、及
び質の高い緑化の創出を図ります。 

さらに、雨水の一部を植栽の潅水やトイレ洗浄水として利用す
る等の検討を進めることで、健全な水循環の創出に努めます。 

(6) 低層部の屋上や壁
面、敷地の緑化を
図り、生物の生息
生育環境の確保に
努める。緑化に際
しては、郷土種中
心の多様な植物の
植栽など、生物多
様性の保全と創造
に努める。 ○ 

対象事業実施区域の緑化にあたっては、地区計画で定められて
いる敷地面積に対する割合（5%）以上の緑化面積を確保し、さら
に北仲通北再開発等促進地区地区計画企画提案書に記載された
緑化率（14.87%）を達成する緑化計画を目指します。 

「横浜みどりアップ計画（2019-2023）」で求められている『地
域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を
高める』や、「横浜市環境管理計画」の環境目標の一つ『市民が、
身近な自然や生き物にふれあい、楽しむ機会の増加』等を踏まえ、
以下の配慮を行います。 

・敷地内の緑化に関して、屋上緑化等、地区計画で定められた
基準以上の緑化面積を確保することに加え、多くの人の目に
触れる場所に質の高い緑を十分に創出し、街の魅力向上につ
なげる計画とします。 

・周辺地区等との連続性に配慮した質の高い緑を可能な限り
創出し、都市の美観と快適性を高めていきます。 

・緑地の樹種の選定にあたっては、郷土種、誘鳥木、食草の配
植を考慮するとともに、生物多様性及び立地特性（海、風）
を鑑みて、耐潮性、耐風性の樹種を選定する等、持続性にも
配慮した計画を検討していきます。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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表 4.1-1(4) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(7) 高性能な省エネル
ギー型機器の導入
などによりエネル
ギー使用の合理化
を図る。また、太陽
光発電設備などの
再生可能エネルギ
ーや、廃熱の有効
利用などの未利用
エネルギーの積極
的な活用に努め
る。 

○ 

北仲通北地区では、地区計画として先端的な環境都市の形成に
向け、地球温暖化対策に資する先導的なエネルギーマネジメント
システムの導入等、環境配慮や影響低減の内容が定められていま
す。 

本事業では、環境負荷を低減させるため、以下の環境制御技術
や、建築技術を積極的に採用することを検討していきます。 

・高効率な給湯器（潜熱回収型、電気式）等の省エネルギー機
器の採用 

・複層ガラスの採用による熱負荷低減 
・自然採光や自然換気の活用 
・LED 照明や人感センサー付照明の採用 
また、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの活用について

も検討していきます。 
なお、今後の設計、建設段階で新たな省エネルギー技術が実装

できる場合には、積極的に新技術を導入するよう検討を行うとと
もに、エネルギー使用量の把握に努め、適宜運用改善を図ってま
いります。 

(8) 使用する電気は低
炭素電気を選択す
るよう努めるとと
もに、建設資材や
設備等の確保に際
してはグリーン購
入を図る。 

○ 

使用する電気は低炭素電気を選択するように検討します。ま
た、建設資材や設備について、特に調達数量の多い内装材等にお
いてグリーン購入を図ります。 

(9) 次世代自動車の積
極的な導入や公共
交通等の利用促進
などにより、運輸
部門における二酸
化炭素の排出抑制
に努める。 

○ 

商業・事務所の従業員の通勤は、公共交通機関の利用を推奨す
ることで二酸化炭素の排出抑制に寄与していきます。 

さらに、本事業で整備する駐車場内には、電気自動車の充電設
備等の設置を検討していくことで、脱炭素型のまちづくりに寄与
した計画としていきます。 

供用時の関連車両について、低速走行の順守とアイドリングス
トップの実施、空ぶかし禁止の呼びかけ等、自動車排出ガスの排
出抑制に向けた対策を講じます。 

また、商業・事務所の利用者については、公共交通機関の利用
を促す案内等を検討していくことで、二酸化炭素の排出抑制に寄
与していきます。 

(10)建設、運用、更新、
解体処分など、ラ
イフサイクルを通
して、また工作物
の長寿命化によ
り、排出される温
室効果ガスの抑制
に努める。 

 
○ 

本事業では、高強度コンクリートの採用等による耐久性の向上
や維持管理のしやすさに配慮した計画とすることで、計画建築物
の長寿命化を図り、ライフサイクルを通して排出される温室効果
ガスの抑制に努めます。また、塩害に配慮し、使用する金属の塗
装種別や被膜厚さを検討していきます。 

建設機械の選定にあたっては、排出ガス対策型建設機械を選定
するように努めます。また、工事用車両については、合理的な搬
出搬入計画を策定するとともに、低燃費型の車両を選定するよう
努めます。なお、屋内工事では、温室効果ガス排出量の削減のた
め、バッテリー式の建設機械の採用等を検討していきます。 

供用時は、定期的なメンテナンスによる機能維持に努めるとと
もに、管理組織が行う建物診断に基づき外壁や設備機器の修繕計
画を定期的に見直すことで、工事用車両の搬出搬入頻度の合理化
を図り、温室効果ガスの抑制に努めます。また、必要に応じて設
備等のシステム更新を検討していきます。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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表 4.1-1(5) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(11)微気候に配慮し、
人工排熱の抑制や
緑化、保水性舗装、
遮熱性舗装などの
採用により、ヒー
トアイランド現象
の抑制に努める。 ○ 

本事業では、「横浜市ヒートアイランド対策取組方針」を参考
とした積極的なヒートアイランド対策の検討を行います。 

・周辺地区等との連続性に配慮した質の高い緑を可能な限り
創出していきます。 

・様々な省エネルギー対策による建物からの排熱抑制に努め
ていきます。 

・外構部の緑化及び低層棟での屋上緑化により、構造物からの
輻射熱の軽減に配慮していきます。 

・断熱性向上のため、屋根面は外断熱工法の採用を検討しま
す。 

・緑化や舗装については、継続的に適切な機能を果たすよう維
持管理に努めてまいります。 

(12)街の個性や街並み
の特徴を把握し、
建物外観の色彩や
材質、建物の形態・
高さ等について、
周辺建物との連続
性や後背地との調
和を図る。 

○ 

本事業では、新しい街である“みなとみらい 21 地区”と、古
くからの中心市街地である“関内地区”の結節点にある立地特性
を活かし、新旧デザインが融合した結節点にふさわしい魅力ある
景観形成を図ります。 

特に、「関内地区都市景観形成ガイドライン」（横浜市、平成 19
年 11 月）や、「横浜市景観ビジョン」（横浜市、平成 31 年 3 月）
で示される景観形成の方向性を念頭に、商業施設や住宅等の多様
な施設が共生し、横浜を代表する美しい景観を目指します。また、
歴史的護岸を水際線プロムナードと一体となったにぎわいと憩
いの親水空間として形成し、汽車道からの景観資源としての活用
を図ります。 

水際線プロムナード側においては、計画建築物の高層棟を低層
棟よりセットバックした位置に配置し、低層棟の壁面位置、色彩・
素材等をそろえることにより街並みの調和と連続性を確保して
いきます。 

また、建物の色彩や材質においても、「北仲通北再開発等促進
地区地区計画」に基づき検討していきます。 

(13)大雨や洪水、高潮
等による浸水が想
定される区域にお
いて建物に地下空
間を設ける場合
は、地下空間の用
途及び規模を考慮
し、浸水を可能な
限り生じさせない
構造や避難設備の
採用に努める。 

○ 

北仲通北地区周辺は、地盤面と水面との高低差が小さいため、
大雨、高潮や津波による浸水のおそれのある区域被害を受けやす
い地域とされていますので、災害時における建物機能維持の観点
から、地上 2 階以上へ非常用発電設備の設置、地下階の浸水を防
止するための防潮板設置等の対策により、計画建築物への浸水防
止を図っていきます。なお、本事業では、特定の利用者向け駐車
場を計画していますが、一般の歩行者が利用する地下の諸室は計
画していません。 

水際線プロムナードから北仲通北再開発等促進地区地区計画
区域のほぼ中央にある A-4 地区に整備された津波避難施設へ、安
全な避難ができるよう避難経路を確保していきます。 

加えて、「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」に基
づき、地区全体で行う防災対策として、防災備蓄倉庫の設置、B-
1 地区に供給する非常用発電設備の整備を行うことで、一般の来
街者や帰宅困難者の支援機能の確保を検討していきます。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。  
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表 4.1-1(6) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容 

配慮事項 選定 配慮の内容 

本
事
業
に
係
る
配
慮
事
項 

(14)駐車場整備に当た
っては、充電器等
のインフラ整備に
努めるとともに、
配置等については
極力交通集中の回
避や、歩行者の安
全及び利便性に配
慮する。 

○ 

駐車場の整備にあたっては、附置義務台数として、住宅用約400
台、事務所用約 60 台、店舗用約 80 台を確保することに加え、電
気自動車の充電設備等の設置を検討していくことで、低炭素型の
まちづくりに寄与した計画としていきます。 

車両出入口付近は、歩行者と車両のそれぞれの視認性に配慮し
た形状としていく他、安全性確保の観点から、出庫表示灯やカー
ブミラー、バリカー設置等を検討します。また、来街者について
は、馬車道駅から A-4 地区を経由し歩行者デッキによる歩車分離
を実現します。また、区画道路歩道沿いは、可能な限り歩道と一
体的な整備を行い、快適な歩行者空間の実現に努めます。あわせ
て、利用者に分かりやすい誘導サイン等を検討していきます。 

(15)風害、光害の影響
を少なくする。 

○ 

風害対策として、高層棟の設計にあたり、下降流の低減に配慮
するため、高層棟よりも張り出した低層棟として下降流を受け止
める他、庇の設置、建物表面に凸凹を生じさせるバルコニーの設
置、防風植栽の設置等の検討を進めていきます。また、風速増加
領域の低減に配慮し、高層棟の隅切り、防風植栽の設置等の検討
を進めていきます。加えて、計画建築物の配置による周辺の風環
境への影響を把握し、適切な対策を講じるため、風洞実験と併せ
て風害シミュレーションによる検討を実施します。 

光害対策として、「光害対策ガイドライン」（環境省、令和 3 年）
等を踏まえ、人に優しい外構照明の設置や、賑わいを演出し、安
全性を確保するために適切な照度設計を計画していきます。 

電波障害対策として、工事用クレーン未使用時のブームを電波
到来方向に向ける等の対策を講じる計画とします。影響範囲の検
討等によって計画建築物による電波障害が明らかになった場合
には、受信状況に応じて受信アンテナの改善や CATV の加入等の
適切な対策を講じる計画とします。 

なお、風害の検討は、本事業の竣工後の周辺計画も含め、適切
な時期を選定して予測及び評価し、電波障害については、本事業
の竣工時の周辺条件を基本として検討してまいります。 

(16)地域の住民に親し
まれた施設の移
転、文化財の消滅・
移転及び地域の分
断を避ける。 

○ 

本事業による、地域の住民に親しまれた施設の移転や、文化財
の消滅・移転はありません。 

本事業においては、先行して復元済の歴史的護岸と一体的な水
際線プロムナードの整備により周辺街区との連携を行います。な
お、対象事業実施区域には横浜市認定歴史的建造物である、旧灯
台寮護岸の範囲は含まれていません。 

(17)廃棄物等の発生抑
制、再使用及び再
生利用を図る。 

○ 

「第 7 次横浜市産業廃棄物処理指導計画」（横浜市、令和 2 年
10 月）の取組みを推進し、工事中においては、廃棄物の分別徹
底、適正な処理・処分、再使用及び再生利用の促進を図るととも
に、木材代替型枠やリサイクル材等のエコマテリアルの活用を検
討していきます。 

また、建設発生土は近隣の建設工事での再利用を検討します。 
対象事業実施区域は、時間貸し駐車場及び月極駐車場として土

地利用していますが、解体工事にあたっては、法令等に基づいて
適切に除去及び処分を行います。 

供用時においては、廃棄物の排出抑制や、分別排出を徹底しま
す。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。  
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4.2 配慮指針に追加して行った計画段階配慮の内容 

「横浜市環境配慮指針」に示された配慮事項の他に、本事業の事業特性や地域特性を踏まえ

て追加した配慮事項及び計画段階配慮の内容は、表 4.2-1に示すとおりです。 

 
表 4.2-1 配慮指針に追加し行った計画段階配慮の内容 

 

配慮事項 選定 計画段階配慮の内容 

事
業
特
性
及
び
地
域
特
性
を 

踏
ま
え
追
加
し
た
配
慮
事
項 

(18)地震やそれに起因
する液状化等の災
害に対して、安全
性への影響を計画
段階から検討す
る。 

○ 

計画建築物の高層棟には免震構造を採用し、地震発生時の建築
物本体の損傷を可能な限り小さくするようにしていきます。ま
た、長周期地震動を模擬した地震動を設計用地震動に加え、検討
していきます。 

液状化に対する配慮としては、対象事業実施区域で支持層の深
さや土質、地盤強度等の状況をボーリング調査結果から把握した
うえで、適切な設計をしていきます。 

(19)上記に加えて周辺
環境の向上に資す
る対策を検討す
る。 

○ 

本事業では周辺環境の向上に資する対策として、以下につい
て、積極的な検討を進めます。 

・地区全体でのエリアマネジメントにより、他地区と協力して
にぎわいの創出や防災訓練等を行います。 

・北仲通北地区での一体的な防災機能の整備として、A-4 地区
内に整備された津波避難施設へ安全な避難ができるよう、必
要な避難経路を確保します。 

・多言語対応のサイン等による、国際対応の防災対策を行いま
す。 

注）配慮書からの主な変更は、下線部に示すとおりです。 
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4.3 環境情報提供書の概要 

配慮書の縦覧等 

本事業の配慮書は、令和 3年 9月 3日に公告され、同日から令和 3年 9月 17日までの 15

日間、縦覧されました。 

配慮書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所は、表 4.3-1に示すとおりです。 

 

表 4.3-1 配慮書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所 

縦覧期間 令和 3 年 9 月 3 日～令和 3 年 9 月 17 日（15 日間） 

縦覧対象区 中区 

縦覧場所 環境創造局 環境影響評価課 
中区役所 区政推進課 

 
環境情報提供書の概要 

配慮書に対し、環境情報提供書の提出はありませんでした。 
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4.4 配慮市長意見書に記載された市長の意見及び事業者の見解 

本事業の配慮書に対する、「横浜市環境影響評価条例」第 11条第 1項に規定する環境の保全

の見地からの配慮市長意見書の送付を、令和 3年 11月 12日に受けました。 

配慮市長意見書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所は、表 4.4-1に示すとおりです。 

また、配慮市長意見及び事業者の見解は、表 4.4-2に示すとおりです。 

 

表 4.4-1 配慮市長意見書の縦覧期間、縦覧対象区及び縦覧場所 

縦覧期間 令和 3 年 11 月 15 日～令和 3 年 11 月 29 日（15 日間） 

縦覧対象区 中区 

縦覧場所 環境創造局 環境影響評価課 
中区役所 区政推進課  

 
表 4.4-2(1) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

 1 全般的事項 (1)  地区計画で定められてい
る内容を踏まえ、地区計画区
域内の関係者や近隣住民と
十分に調整しながら、周辺環
境に配慮した事業計画とす
るとともに、検討するとして
いる事項については、各々の
検討状況を方法書に記載し
てください。 

本事業では、「横浜北仲エリアマネジ
メント」において、地区計画内の各事
業者や近隣住民と調整しながら事業計
画の検討を進めていきます。また、配
慮事項については、方法書の計画段階
配慮の内容に記載しました。今後も環
境影響評価手続きの進捗に合わせて、
適切に事業計画に反映させてまいりま
す。 

(2)  今後の事業の進展におい
ては、本市の最新の計画等と
整合を図るなど、適宜、適切
な配慮内容となるように努
めてください。 

今後の事業の進捗に伴い、横浜市都
市計画マスタープラン等、横浜市の各
計画が更新された場合、建築計画との
整合を図るとともに、適切な配慮内容
となるよう努めていきます。 

(3)  配慮事項に対する配慮の
内容については、相互に密接
に関連する複数の事項があ
ることから、全体的な視点で
引き続き検討してください。
特に、緑化計画の策定に当た
っては、生物多様性への配
慮、ヒートアイランド対策、
風害対策、景観への配慮な
ど、可能な限り各環境要素に
対し効果的な計画となるよ
う検討してください。 

配慮事項に対する配慮の内容の中に
は、例えば緑化計画と風害対策、景観
形成の関係等、相互に密接に関連する
事項があるものと認識しております。 
単一的な視点ではなく、複数の事項

を網羅した全体的な視点から、各環境
要素に対し効果的な計画となるよう検
討していきます。 

緑化にあたっては、歴史的護岸と一
体的なにぎわいを生み出すシームレス
な芝生広場や、緑の潤いを間近に感じ
られる並木空間の創出等により、質の
高い緑地を計画します。また屋上緑化
の実施にあたっては、景観及び風環境
にも配慮し適切な位置・緑量を確保し
た計画とします。 
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表 4.4-2(2) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

2
配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(1) 周辺環境への
影響、生物の
生息生育環境
の保全や温暖
化対策への配
慮 

【配慮事項（1）】 

計画建物の高層部についても、
周辺の街並みと調和した景観や
ヒートアイランド現象、風環境等
に配慮した計画とすることを検
討してください。 

本事業では、上位計画に示される景
観形成の方向性を念頭に、横浜を代表
する美しい景観を目指します。 
水際線プロムナード側においては、

計画建築物の高層棟を低層棟よりセッ
トバックした位置に配置し、景観や風
環境に配慮した計画としています。ま
た、ヒートアイランド現象の緩和対策
として屋上緑化についても積極的に確
保してまいります。 

(2) 環境資源等の
現況把握 

【配慮事項（2）】 

隣接している北仲通北地区（A
地区、B-2 地区）において環境影
響評価を実施した結果等を有効
に活用し、より周辺環境に配慮し
た事業計画となるように努めて
ください。 

本事業の実施にあたっては、隣接事
業である「北仲通北地区（A 地区）再
開発計画」、「（仮称）アパホテル＆リ
ゾート＜横浜ベイタワー＞新築工事」
の生物多様性、土壌汚染、風環境、及
び地域社会等、環境影響評価の結果等
を把握し、周辺環境に配慮した事業計
画になるように努めてまいります。 

(3) 計画段階から
の安全な工法
等の検討、市
民への情報提
供 

【配慮事項（3）】 

計画地は、埋立地であるため工
事計画を検討するに当たっては、
地盤特性を詳細に把握するとと
もに、周辺に影響が生じないよう
必要に応じて対策を講じるなど
の検討をしてください。 

対象事業実施区域におけるボーリン
グ調査によって得られた支持層の深さ
や土質、地盤強度等の地盤特性を踏ま
え、適切な構造設計を行うとともに、必
要に応じて地盤対策の検討をしていき
ます。 

(4) 環境形成に関
する法令等の
遵守 

【配慮事項（4）】 

環境負荷低減技術を積極的に
導入するなど、CASBEE 横浜にお
いて更なる上位ランクの取得に
努めてください。 

本事業では、可能な範囲で環境負荷 
低減技術を導入した建物としていく考
えです。その結果、CASBEE 横浜にお
いて A ランク以上のランクが取得でき
るよう努めてまいります。 

(5) グリーンイン
フラの保全と
活用、健全な
水循環の創出 

【配慮事項（5）】 

ア 屋上緑化について、確保する
よう積極的に検討してくださ
い。 

本事業では、質の高い緑を十分に創
出し、ヒートアイランド現象の緩和
等、質の高い環境形成をしていくよう
に、屋上緑化についても積極的に確保
してまいります。 

イ グリーンインフラの維持管理
については、地域住民やエリ
アマネジメント等との連携を
検討してください。 

供用時に組成される管理組合を通じ
て適切な維持管理を行う他、「横浜北仲
エリアマネジメント」等と連携した維
持管理の方法について検討していきま
す。 

(6) 緑化等による
生物の生育生
息空間の確保
と生物多様性
の保全と創造 

【配慮事項（6）】 

屋上緑化について、確保するよ
う積極的に検討してください。 
【（５）ア再掲】 

本事業では、質の高い緑を十分に創
出し、生物の生育生息空間に資するよ
う、屋上緑化についても積極的に確保
してまいります。 

(7) エネルギー使
用の合理化、
再生可能エネ
ルギー等の活
用 

【配慮事項（7）】 

最善技術、製品の採用やエネル
ギー使用量を把握し、適宜運用改
善を図るようにしてください。 

今後の設計において、環境負荷を低
減させるための環境制御技術や建築技
術の採用を検討していきます。また、エ
ネルギー使用量の把握に努め、適宜運
用改善を図ってまいります。 

(8) 低炭素電気の
選択、グリー
ン電力の導入 

【配慮事項（8）】 

積極的に低炭素電気の選択及
びグリーン購入を図ってくださ
い。 

使用する電気は低炭素電気を選択す
るよう積極的に検討します。また、建
設資材や設備について、特に調達数量
の多い内装材等においてグリーン購入
を図ります。   
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表 4.4-2(3) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

2
配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(9) 運輸部門にお
ける二酸化炭
素の排出抑制 

【配慮事項（9）】 

掘削土等の運搬に伴う温室効
果ガスの排出量を低減するため、
掘削土等は可能な限り発生を抑
制したうえで、近隣の建設工事現
場での使用を検討してください。 

掘削にあたっては施工方法の精度を 
上げることで搬出土の発生量を極力低 
減していきます。また、施工業者に対
して、近隣の建設工事現場で使用でき
るよう検討していきます。 

(10) ライフサイ
クルを通じ
た温室効果
ガスの低減、
長寿命化 

【配慮事項（10）】 
 

ア  温室効果ガスの抑制につい
ては、供用時の機器の運用も
重要な要素になるため、積極
的に検討してください。 

供用時は、定期的なメンテナンスを
実施することで、機能維持に努めてい
きます。また、必要に応じて設備等の
システム更新を検討していきます。 

イ  ライフサイクルを通して排
出される温室効果ガスを低減
するために建築資材等に留意
し適宜運用を見直すと共に、
建築物の長寿命化を検討して
ください。 

本事業では、高強度コンクリートの
採用等による耐久性の向上や維持管理
のしやすさに配慮した計画とすること
で、計画建築物の長寿命化を図り、ラ
イフサイクルを通して排出される温室
効果ガスの抑制に努めます。また、塩
害に配慮し、使用する金属の塗装種別
や被膜厚さを検討していきます。 

(11) ヒートアイ
ランド現象
の抑制 

【配慮事項（11）】 

ア  ヒートアイランド対策効
果が期待できるような緑量、
緑化面積を確保するように
努めてください。その際、ヒ
ートアイランド対策効果を
より一層高めるために、高
木・中低木・地被といった多
様な植栽を効果的に配植し
てください。 

緑地面積については、「北仲通北再
開発等促進地区地区計画」において対
象事業実施区域に定められている基準
緑化率（5%）以上の 14.87%を確保する
とともに、高木、中木、低木、地被類
を適切に配置することにより、緑量を
感じられる緑地を整備していきます。 
また、本事業では、質の高い緑を十

分に創出し、環境形成をしていくた
め、屋上緑化についても積極的に確保
してまいります。 

イ  空調機器や給湯器等の設備
導入について、人工排熱抑制
のため、高効率仕様の機種の
導入を検討してください。ま
た、排熱位置については歩行
者に配慮した計画としてくだ
さい。 

設備機器の選定にあたっては、最新
の省エネルギー型機器や再生可能エネ
ルギー設備等の採用を積極的に検討し
ていきます。また、設備機器の設置位
置や排熱位置については、歩行者に配
慮し、2 階部分に設置するよう、計画
を進めていきます。 

(12) 周辺建物と
の連続性、後
背地との調
和 

【配慮事項（12）】 

計画建物の高層部についても、
周辺街並みと調和した景観やヒ
ートアイランド現象、風環境等に
配慮した計画とすることを検討
してください。 
【（1）再掲】 

本事業では、上位計画に示される景
観形成の方向性を念頭に、横浜にふさ
わしい美しい景観を目指します。 

水際線プロムナード側においては、
計画建築物の高層棟を低層棟よりセッ
トバックした位置に配置、高層棟にお
いては「北仲通北地区デザインガイド
ライン」に示された建築範囲を順守す
ることで景観や風環境に配慮した計画
としています。また、建物の色彩や材質
においても、「北仲通北再開発等促進地
区地区計画」に基づき検討していきま
す。 

(13)地下空間にお
け る 浸 水 対
策、避難設備
の採用 

【配慮事項（13）】 

歩行者が安全に避難できるよ
うに動線計画を検討してくださ
い。 

本事業では、駐車場等以外に、一般の
歩行者が利用する地下の諸室は計画し
ていません。 

なお、地上空間においては北仲通北
再開発等促進地区地区計画区域のほぼ
中央にある A-4 地区に整備された津波
避難施設へ、安全な避難ができるよう
避難経路を確保していきます。 
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表 4.4-2(4) 配慮市長意見の内容及び事業者の見解 

項目 意見の内容 事業者の見解 

2
配
慮
指
針
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
配
慮
事
項 

(14)交通集中の回
避、歩行者の安
全・利便性への
配慮 

【配慮事項（14）】 

ア  歩行者ネットワークにつ
いて、周辺の駅を含めた施
設等に過大な負荷がかから
ないよう計画を検討してく
ださい。 

地区計画壁面の位置の制限範囲につ
いては、各上位計画に基づき、可能な限
り歩道状の整備を行うことで、歩道へ
の負荷を低減する計画を行います。 

また、地区計画に定められた歩行者
デッキの整備を行い、馬車道駅からの
スムーズな歩行者動線を確保し、周辺
施設への過大な負荷がかからない計画
とします。 

イ  計画地周辺において、同
時期に他事業が計画されて
いるため、これらの事業に
よる環境影響も考慮し、周
辺の交通渋滞等に配慮して
ください。 

地域交通の検討にあたり、工事中は
対象事業実施区域周辺における他の工
事施工者と工事用車両の通行等につい
て調整を図ることにより、歩行者や一
般通行車両の安全に配慮する計画とし
ます。また、供用時においては、本事業
の竣工後の周辺計画（（仮称）横浜市中
区海岸通計画）も含め、検討していきま
す。 

(15) 風害等への配
慮 

【配慮事項（15）】 

計画地周辺の高層建築物や
建築計画を考慮したうえで、風
環境・圧迫感等への配慮を検討
してください。 

風環境・圧迫感等の予測及び評価は、
同時期に実施される他事業（北仲通 A-
1・2 地区）、及び本事業の竣工後の周辺
計画（（仮称）横浜市中区海岸通計画）
も含め、検討していきます。 

(16) 廃棄物等の発
生抑制、再使用
及び再生利用 

【配慮事項（17）】 

掘削土等は可能な限り発生
を抑制したうえで、適正に処理
してください。 

掘削にあたっては施工方法の精度を 
上げることで搬出土の発生量を極力低 
減した上で、適正に処理します。 

3
事
業
特
性
及
び
地
域
特
性
を
踏
ま
え
追
加
し
た
配
慮
事
項 

(17) 地震、液状化等
に対する安全
性の検討 

【配慮事項（18）】 

計画区域は埋立地であるた
め、工事計画の検討にあたって
は、地盤特性を詳細に把握する
とともに、計画区域及びその周
辺に影響が生じないよう液状
化対策を検討してください。 

対象事業実施区域におけるボーリン
グ調査によって得られた支持層の深さ
や土質、地盤強度等の地盤特性を踏ま
え、柱状改良や浅層地盤改良等、適切な
設計及び必要な対策をしていきます。 

(18) 周辺環境の向
上に資する対
策 

【配慮事項（19）】 

北仲通北地区で一体的な防
災機能の整備に努めてくださ
い。 

北仲通北地区での一体的な防災機能
の整備として、対象事業実施区域から
北仲通北地区 A-4 地区内に整備された
津波避難施設へ安全な避難ができるよ
う、必要な避難経路を確保していきま
す。 
また、「事業所における帰宅困難者対

策ガイドライン」に基づき、防災備蓄倉
庫の設置、B-1 地区に供給する非常用発
電設備の整備を行うことで、一般の来
街者や帰宅困難者の支援機能の確保を
検討していきます。 
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